
令和６年４月１日 

関 係 高 等 学 校 長 

バスケットボール部顧問様 

広島県高等学校バスケットボール部 

専 門 部 長  徳 丸 憲 之 

(専門委員長扱い)     

 

外部指導者の扱いについて(お願い) 

 

平素より、本県高体連バスケットボール部の活動に対して、格別の御理解と御協力を賜

り深く感謝申し上げます。 

さて、見出しの件については、「平成１５年度第２回高体連理事会」にて確認、了承さ

れ運用しているところですが、県高体連バスケットボール部においてもこれに準じて取り

扱っております。 

 貴校バスケットボール部において、外部指導者招へいを検討、もしくは計画されている

ところは、「学校長の認めたもの」という条件がつきますので、御配慮のほどよろしくお

願いします。 

 尚、県高体連バスケットボール部においては、試合での采配はもとより、ベンチに入る

ものに対しても同一条件(外部指導者扱い)と考えておりますので、各チーム確認の上対応

をよろしくお願いします。 

 

 ご不明な点がありましたら、委員長が対応いたしますのでご連絡ください。 

                      担 当  県高体連バスケットボール部 

                           委 員 長  松 川  英 二 

 

通達文書については 

 

① 平成１６年２月１３日(金)に開催されました 

「平成１５年度 第２回常任理事・理事会」の資料集に掲載してあります。 

(３２ページからを参照ください。) 

② 平成１６年度３月１９日付け広高体連発第１８８号 

「高体連主催大会における監督・コーチ等について」(通知)を参照してください。 

 



広島県高体連バスケットボール部外部指導者登録について(確認) 

 

外部指導者として登録する条件の確認。 

 

１、学校長が認める者 

２、高体連が定める団体保険に加入している者 

３、指導者証発行手続き代金(500円)を納入した者。 

４、「一般市民向け応急手当 WEB 講習」を受講した者 

 

 

(参考) 

●『ネットで学習！！「応急手当 WEB講習」』 

  http://isyoubou.jp/e-learning/index.html 

●広島市ホームページ→くらし・手続き→救急・医療・病院 

→応急手当→応急手当を学びましょう→講習を受けたい→WEB講習の利用について 

 

1時間程度の WEB講習を受講していただき、受講証明書のコピーを保険証と共に添付して

提出ください。 

 

http://isyoubou.jp/e-learning/index.html

